
 

  
 
 
 
 
 

大垣警察市民監視違憲訴訟 

シーテック社従業員２名の証人尋問 

５月１７日(月） １３時３０分 岐阜地裁 301 号法廷 
 

＜裁判所前行動＞ 13:00～  

 集合場所：岐阜地方裁判所前歩道 

 

＜裁判傍聴＞  13:30～ 

 会場：岐阜地方裁判所 301 号法廷 

シーテック社従業員２名の証人尋問 
 

＜報告集会＞  閉廷後 

会場：岐阜市民会館（２Ｆ） 
 

※ 詳細は、決まり次第、ウェブサイトに載せる、問合せ電話でお答え出来るようにする等で、対
応したいと存じます。 

※《交通》 
 駐車場が少ないため、公共交通機関又は各自乗り合わせてご参加してください。 
西濃法律事務所から乗り合わせ希望の方は 12 時に西濃法律事務所を出発します。 
事前（5/14 まで）に事務局（0584-81-5105）に申し込んでください。 

 

 

 

大垣警察市民監視違憲訴訟の勝利をめざす 「もの言う」自由を守る会 

☎0584(81)5105     http://monoiujiyu-ogaki.jimdo.com/ 

自由にものを言いたい  

監視されたくない     

わたしたちは犯罪者？ 

 「もの言う」自由を守る会 
ニュース（号外）2021年４月 23日 

〒503-0906 岐阜県大垣市室町 2-25 
弁護士法人ぎふコラボ西濃法律事務所内 

大垣警察市民監視違憲訴訟の勝利をめざす  

     「もの言う」自由を守る会 

http://monoiujiyu-ogaki.jimdo.com/ 

☎0584(81)5105 fax0584(74)8613 

《5/17当日の連絡先》 「もの言う」自由を守る会事務局 小倉文雄 090-6761-3952 

 

 
<今後の尋問予定> 

  ５月３１日（月） 公安警察官３名： 11時～（午後いっぱい） 

  ６月２１日（月） 原告４名： 11時～（午後いっぱい） 

裏面の声明文をご覧ください 

 

 
 



大垣警察市民監視違憲訴訟の勝利をめざす「もの言う」自由を守る会 

声明 「デジタル監視法」を許さない！ 

           

私たちは、2014 年７月に朝日新聞のスクープで明るみに出た大垣警察市民監視事件（大垣警

察署警備課＝公安が、大垣市民の個人情報を、地元住民を無視して大型風車建設を急ぐ民間会

社に提供していた）につき、国家賠償及び収集した個人情報の抹消を請求する裁判に取り組む団

体です。 

公安警察が、長年にわたって原告らを監視し続けてきたこと、人物像を歪めて情報提供し、民間

会社を公安警察の“協力者”に仕立て上げようとしたことが見えてきました。しかし、裁判では、公安

警察側は事実認否さえ拒否し、警察法２条１項の「公共の安全と秩序の維持」を挙げて抽象的に

「適法だ」と繰り返すのみです。「一般論」と断りつつも、警察庁警備局長は、「様々な情報収集」

「関係事業者と意見交換」を「通常行っている警察の業務の一環」と公言しました（１８９国会での答

弁）。 

安保関連法を巡って大揺れに揺れた１８９国会で、政府･与党は、まさにドサクサに紛れて警察

法を「改正」し、警察機関が内閣補助事務を担う道を開いていました。このことは、今国会に出され

ているデジタル監視法案が、「政治警察国家」をめざすものであることを端的に示しています。 

 

すでに多くの人々や団体が指摘しているように、デジタル監視法案は ①個人情報を国が一元

管理する（「個人情報保護」が後退する方向で法改正されようとしている）、②デジタル庁は内閣直

属の組織として全行政機関に君臨する特別の地位が与えられる、③マイナンバー機能と一体化し

一覧性の高い形で利用されることとなる、④警察、とりわけ公安警察が、収集された個人情報を恣

意的に利活用できてしまう、⑤濫用を防ぐ独立機関が存在しない、など、およそ民主国家ではあり

えない問題を孕んでいます。 

 

大量のデジタル情報が取得･分析できる現代社会にあって、市民は常に、個人情報を取得され、

丸裸にされる危険にさらされています。そして公安警察出身官僚が、「総理の目と耳」となって官

邸の情報の出入りを一手に司っている現状を考えれば、この法案は、警察、とりわけ公安警察が、

ワンクリックで私たち市民の個人情報を丸ごと入手することは、決して杞憂とはいえません。市民が、

常時警察の監視下におかれることになる…まさに恐怖の「デジタル独裁国家」への道です。 

 

データ流通の多様化・大容量化の進展は事実であり、必要な法整備は必要でしょう。それはプラ

イバシー権の徹底、個人情報保護の強化、自己情報コントロール権の確立へと向かうべきものであ

り、「デジタル監視法案」とは、真逆のものです。 

この法案は、デジタル庁に強大な権限が集中することによる独裁化の危険、警察との情報共有

に基づく市民監視の危険、本人の同意なき個人情報の利活用など、私たち市民の基本的人権を

侵害し、監視国家への道を開くものであり、到底、成立を認めることはできません。 

私たちは「デジタル監視法案」というべきこの法案に強く反対します。真の独立性の高い実効性

あるチェック機関の創設を求めます。 

当会は、公安警察による恣意的なの市民監視を許さない社会、市民ひとりひとりが自己の個人

情報をコントロールする権利が確立される社会をめざして、多くの人々にともに闘う連帯を呼びかけ

ます。 

 

                         2021年４月２２日 

 

大垣警察市民監視違憲訴訟の勝利をめざす「もの言う」自由を守る会 

    


